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（経過報告③）子会社に係る債権の取立不能または取立遅延のおそれに関するお知らせ 

 

平成21年５月１日付で公表いたしました当社の連結子会社HIRATA Corporation of America（以下、「ＨＣ

Ａ」といいます）に係る債権の取立不能見込みに伴い、平成21年５月19日および平成21年６月４日にはその経

過報告を発表しておりましたが、その債権の債務者であった Chrysler LLC （旧クライスラー社）から債務を

承継した Chrysler Group LLC（以下、「新クライスラー社」または「債務者」といいます）から、今般下記

のとおり債権額の一部について支払いがなされましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．債務者の概要 

（１）商   号    Chrysler Group LLC 

（２）本店所在地 Auburn Hills, Michigan 48321 U.S.A. 

（３）代 表 者 Chief Executive Officer  Sergio Marchionne  

（４）主な事業内容 乗用車およびトラック等の製造ならびに販売等 

 

２．発生した事実 

平成21年10月にＨＣＡは、新クライスラー社から4,550千US$（414,415千円）の入金があり、債権額の

一部を回収いたしました。 

平成21年６月４日にお知らせしたとおり、その時点での未回収債権額は12,926千US$でありましたので、

今回の回収の結果、未回収債権額は8,376千US$（795,701千円）となりました。 

 

３．今後の見通し 

今回回収した債権につきましては、平成21年５月15日に発表したとおり平成21年３月期の決算におい

て特別損失を計上しておりますので、特別利益が発生する見込みですが、詳細は精査中であります。 

当社グループは、引き続き未回収債権の回収に努めてまいります。 

 

（注）「２．発生した事実」の円単位の表記は、平成21年10月22日現在の為替レート（１US$＝91.08円 TTM）

にて換算（試算）しております。 

 

以 上 

会 社 名 平 田 機 工 株 式 会 社

代表者名 代表取締役社長 米田康三 

     （コード番号：６２５８）

問合せ先 取締役常務執行役員 

管 理 本 部 長 
小橋正實 

（電話０９６－２７２－５５５８）

(URL http://www.hirata.co.jp）


